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第一部【証券情報】
 

第１【募集要項】
 

１【新規発行株式】

種類 発行数 内容

普通株式 562,500株
完全議決権株式で株主としての権利内容に制限のない、
標準となる株式
単元株式数　100株

　（注）１．平成26年２月14日(金)開催の取締役会決議によります。

２．本募集とは別に、平成26年２月14日(金)開催の取締役会において、当社普通株式3,750,000株の一般募集（以下

「一般募集」という。）を行うことを決議しております。また、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した上

で、一般募集の引受会社である野村證券株式会社が当社株主から562,500株を上限として借入れる当社普通株式の

売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といい、一般募集と併せて以下「本件募集売出し」とい

う。）を行う場合があります。

３．本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社を割当先として行う第三者割当

増資（以下「本第三者割当増資」という。）であります。

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　

オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

４．振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
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２【株式募集の方法及び条件】

（１）【募集の方法】

区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

株主割当 － － －

その他の者に対する割当 562,500株 464,776,875 232,388,438

一般募集 － － －

計（総発行株式） 562,500株 464,776,875 232,388,438

　（注）１．本募集は、前記「１　新規発行株式」（注）３．に記載のとおり、オーバーアロットメントによる売出しに関連

して、野村證券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先との関係等

は以下のとおりであります。

割当予定先の氏名又は名称 野村證券株式会社

割当株数 562,500株

払込金額 464,776,875円

割当予定
先の内容

本店所在地 東京都中央区日本橋一丁目９番１号

代表者の氏名 代表執行役社長　　永井　浩二

資本金の額 10,000百万円

事業の内容 金融商品取引業

大株主 野村ホールディングス株式会社　100％

当社との
関係

出資
関係

当社が保有している割当予定先の株式の数 －

割当予定先が保有している当社の株式の数
（平成25年９月30日現在）

15,820株

取引関係 一般募集の引受会社

人的関係 －

当該株券の保有に関する事項 －

２．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本

金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるもの

とします。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額としま

す。

３．発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額は、平成26年２月７日(金)現在の株式会社東京証券取引所にお

ける当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
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（２）【募集の条件】

発行価格
（円）

資本組入額
（円）

申込株数単位 申込期間
申込証拠金
（円）

払込期日

未定
（注）１．

未定
（注）１．

100株 平成26年３月25日(火)
該当事項はあ
りません。

平成26年３月26日(水)

　（注）１．発行価格については、平成26年２月24日(月)から平成26年２月27日(木)までの間のいずれかの日に一般募集にお

いて決定される発行価額と同一の金額といたします。なお、資本組入額は資本組入額の総額を本第三者割当増資

の発行数で除した金額とします。

２．本第三者割当増資においては全株式を野村證券株式会社に割当て、一般募集は行いません。

３．野村證券株式会社は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　オーバーアロットメントによる売出し等に

ついて」に記載の取得予定株式数につき申込みを行い、申込みを行わなかった株式については失権となります。

４．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価格を払込

むものとします。

 

（３）【申込取扱場所】

場所 所在地

株式会社アーレスティ　東京本社 東京都中野区本町二丁目46番１号

 

（４）【払込取扱場所】

店名 所在地

株式会社みずほ銀行　東京法人営業部 東京都中央区八重洲二丁目４番１号

 

３【株式の引受け】

　該当事項はありません。

 

４【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

464,776,875 4,000,000 460,776,875

　（注）１．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

２．払込金額の総額は、平成26年２月７日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準と

して算出した見込額であります。

 

（２）【手取金の使途】

　上記差引手取概算額上限460,776,875円については、本第三者割当増資と同日付をもって決議された一般募集の手

取概算額3,072,512,500円と合わせ、手取概算額合計上限3,533,289,375円について、平成27年３月までに、当社連

結子会社に対する投融資資金として、1,700百万円を合肥阿雷斯提汽車配件有限公司（中国）向けに、1,000百万円

をアーレスティメヒカーナS.A. de C.V.（メキシコ）向けに、500百万円をアーレスティインディアプライベートリ

ミテッド（インド）向けにそれぞれ充当し、残額を借入金返済資金の一部に充当する予定であります。

　なお、当社連結子会社は当社からの投融資資金をそれぞれ設備投資資金に充当する予定であります。

　当社グループでは、主に北米及びアジアの既存生産拠点においてダイカスト生産設備及びダイカスト加工設備の

能力増強投資を計画しておりますが、主として主要顧客である日系自動車メーカー及び部品メーカー各社のグロー

バルでの旺盛なダイカスト需要増に対応するための設備投資であります。

　なお、設備計画の内容については、後記「第三部　追完情報　２　設備計画の変更」に記載のとおりでありま

す。
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第２【売出要項】
 

　該当事項はありません。

 

【募集又は売出しに関する特別記載事項】
 

オーバーアロットメントによる売出し等について

　当社は、平成26年２月14日(金)開催の取締役会において、本第三者割当増資とは別に、当社普通株式3,750,000株の一般募

集（一般募集）を行うことを決議しておりますが、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した上で、一般募集の引受会社

である野村證券株式会社が当社株主から562,500株を上限として借入れる当社普通株式の売出し（オーバーアロットメントに

よる売出し）を行う場合があります。本第三者割当増資は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株

式会社が上記当社株主より借入れた株式（以下「借入れ株式」という。）の返却に必要な株式を取得させるために行われま

す。

　また、野村證券株式会社は、本件募集売出しの申込期間の終了する日の翌日から平成26年３月18日(火)までの間（以下

「シンジケートカバー取引期間」という。）、借入れ株式の返却を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバー

アロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」とい

う。）を行う場合があります。野村證券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ

株式の返却に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村證券株式会社の判断でシンジケートカ

バー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取

引を終了させる場合があります。

　更に、野村證券株式会社は、本件募集売出しに伴って安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により取得し

た当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返却に充当することがあります。

　オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及びシンジケートカバー取引によって取得し借入

れ株式の返却に充当する株式数を減じた株式数（以下「取得予定株式数」という。）について、野村證券株式会社は本第三

者割当増資に係る割当てに応じ、当社普通株式を取得する予定であります。そのため本第三者割当増資における発行数の全

部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数がその限度で減少

し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。

　野村證券株式会社が本第三者割当増資に係る割当てに応じる場合には、野村證券株式会社はオーバーアロットメントによ

る売出しにより得た資金をもとに取得予定株式数に対する払込みを行います。

 

第３【第三者割当の場合の特記事項】
 

　該当事項はありません。

 

第４【その他の記載事項】
 

　該当事項はありません。
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第二部【公開買付けに関する情報】
 

　該当事項はありません。

 

第三部【追完情報】
 

１　事業等のリスクについて

　後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書及び四半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）の提出日

以後本有価証券届出書提出日（平成26年２月14日）までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリ

スク」について生じた変更その他の事由はありません。

　また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書提出日（平

成26年２月14日）現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。
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２　設備計画の変更

　後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書（第92期事業年度）の「第一部　企業情報　第３　設備の状況　

３　設備の新設、除却等の計画」については、本有価証券届出書提出日（平成26年２月14日）現在（ただし、既支払額に

ついては平成25年12月31日現在）、以下のとおりとなっております。

会社名
事業所名
（所在地）

セグメント
の名称

設備の内容

投資予定金額
資金調達
方法

着手及び完了予定年月
完成後の
増加能力総額

(百万円)
既支払額
(百万円)

着手 完了

アーレスティ
ウイルミントン
CORP.

（米国
オハイオ州）

ダイカスト
事業北米

ダイカスト
生産設備

560 391
自己資金
借入金

平成25年
５月

平成27年
３月

６％増加

ダイカスト
加工設備

1,930 173
自己資金
借入金

平成25年
７月

平成27年
３月

（注）１．

アーレスティ
メヒカーナ
S.A. de C.V.

（メキシコ合衆国
サカテカス州）

ダイカスト
事業北米

ダイカスト
生産設備

1,100 －
増資資金
自己資金
借入金

平成26年
１月

平成27年
３月

12％増加
（注）２．

ダイカスト
加工設備

1,180 －
増資資金
自己資金
借入金

平成26年
１月

平成27年
３月

（注）１．

広州阿雷斯提
汽車配件有限
公司

（中華人民共和国
広東省）

ダイカスト
事業アジア

ダイカスト
生産設備

1,260 186
自己資金
借入金

平成25年
７月

平成27年
３月

４％増加
（注）２．

ダイカスト
加工設備

1,570 242
自己資金
借入金

平成25年
５月

平成27年
３月

（注）１．

合肥阿雷斯提
汽車配件有限
公司

（中華人民共和国
安徽省）

ダイカスト
事業アジア

ダイカスト
生産設備

1,650 234
増資資金
自己資金
借入金

平成25年
10月

平成27年
３月

51％増加
（注）２．

ダイカスト
加工設備

320 －
増資資金
自己資金
借入金

平成26年
１月

平成27年
３月

（注）１．

アーレスティ
インディア
プライベート
リミテッド

（インド
ハリアナ州）

ダイカスト
事業アジア

ダイカスト
生産設備

940 －
増資資金
自己資金
借入金

平成26年
１月

平成27年
３月

22％増加
（注）２．

ダイカスト
加工設備

210 －
増資資金
自己資金
借入金

平成26年
１月

平成27年
３月

（注）１．

　（注）１．ダイカスト加工設備の能力は定量的な数字では表し難いので記載しておりません。

２．工場の新築、増築等はダイカスト生産設備に含めてあります。

３．ダイカスト生産設備には金型は含めておりません。

４．上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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３　臨時報告書の提出

　後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書（第92期事業年度）の提出日以後本有価証券届出書提出日（平成26

年２月14日）までの間において、次のとおり臨時報告書を提出しております。

 

Ⅰ　平成25年６月20日開催の当社第92回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、平成25年６月24日に臨時

報告書を関東財務局長に提出しております。

　当該臨時報告書の報告内容は下記のとおりであります。

 

(1）当該株主総会が開催された年月日

平成25年６月20日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

当社の主力事業であるダイカスト事業をより効率的に展開、拡大するため、本店の所在地を東京都中

野区から、当社の東海工場及びテクニカルセンターが所在する愛知県豊橋市に変更することとし、そ

のための定款変更を行うものであります。

また、この変更につきましては、平成25年６月30日までに開催される当社取締役会において決定する

本店移転日をもって効力を生じるものとし、その旨の附則を設けるものであります。なお、この附則

は、効力発生日経過後、これを削除するものであります。

 

第２号議案　取締役５名選任の件

取締役として、高橋新、石丸博、野中賢一、蒲生新市、及び原隆の５名を選任するものであります。

 

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、古屋茂の１名を選任するものであります。

 

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果

（賛成の割合）

第１号議案 156,822 220 0 （注）１ 可決（98.31％）

第２号議案    （注）２  

高橋　新 156,041 960 0  可決（97.82％）

石丸　博 155,949 1,052 0  可決（97.77％）

野中　賢一 155,949 1,052 0  可決（97.77％）

蒲生　新市 155,949 1,052 0  可決（97.77％）

原　隆 151,636 5,365 0  可決（95.06％）

第３号議案    （注）２  

古屋　茂 155,825 1,217 0  可決（97.69％）

　（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権

の３分の２以上の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権

の過半数の賛成であります。
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(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本総会前日までの事前行使分及び本総会当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し

たことにより各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の

株主の議決権のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

Ⅱ　当社は、平成25年７月22日開催の取締役会において、会社法第238条第１項及び第２項並びに第240条第１項に従っ

て、当社の取締役（社外取締役を除く。）及び監査役（社外監査役を除く。）に対して、新株予約権の発行を行うこと

を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２

号の２の規定に基づき、平成25年７月22日に臨時報告書を関東財務局長に提出しております。

　当該臨時報告書の報告内容は下記のとおりであります。

 

(1）銘柄

株式会社アーレスティ平成25年度新株予約権

 

(2）発行数

　240個（うち取締役（社外取締役を除く。）200個、監査役（社外監査役を除く。）40個）を上限とする。

　上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少し

たときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

 

(3）発行価格

　新株予約権と引換えの金銭の払込みはこれを要しないものとする。

 

(4）発行価額の総額

未定（平成25年８月９日に確定する。）

 

(5）新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式数」

という。）は100株とする。

　ただし、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分

割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株

未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で

付与株式数を調整する。

 

(6）新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

　各新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる

株式１株当たりの払込金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

 

(7）新株予約権の行使期間

平成25年８月10日から平成55年８月９日まで
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(8）新株予約権の行使の条件

①　新株予約権者は、上記(7)の期間内において、当社の取締役及び監査役のいずれの地位も喪失した日の翌日（以

下、「権利行使開始日」という。）から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。

②　上記①に関わらず、新株予約権者は、以下の(ⅰ)又は(ⅱ)に定める場合（ただし、(ⅱ)については、新株予約権

者に会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権が交付される場合を除く。）には、

それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。

（ⅰ）新株予約権者が平成54年８月９日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

平成54年８月10日から平成55年８月９日まで

（ⅱ）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計

画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がな

された場合。）

当該承認日の翌日から15日間

③　新株予約権者は、新株予約権の全部を一括して行使しなければならない。

④　新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。

⑤　その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約

書」の定めるところによる。

 

(9）新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い

算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるも

のとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限

度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

(10）新株予約権の譲渡に関する事項

　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

(11）新株予約権の取得の申込の勧誘の相手方の人数及びその内訳

　当社取締役４名、監査役２名、合計６名に割り当てる。

 

(12）勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として定義府令第３条の３第２項各号に規定する会社の取締役、会計参

与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係

　該当事項なし。

 

(13）勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

　取決めの内容は、当社と新株予約権者との間の「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。

 

(14）新株予約権を割り当てる日

平成25年８月９日

 

(15）新株予約権の取得条項

　新株予約権の取得条項は定めない。
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(16）組織再編における募集新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針

　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を

総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する

新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第

１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づ

きそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新た

に発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新

設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

　残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　再編対象会社の普通株式とする。

③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(5)に準じて決定する。

④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従っ

て決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金

額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式１株当たり１

円とする。

⑤　新株予約権を行使することができる期間

　上記(7)に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれ

か遅い日から、上記(7)に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

　上記(9)に準じて決定する。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧　新株予約権の取得条項

　上記(15)に準じて決定する。

⑨　その他の新株予約権の行使の条件

　上記(8)に準じて決定する。

 

(17）新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取決め

　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる

ものとする。
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Ⅲ　平成25年７月22日に金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の

２の規定に基づき提出した、当社取締役（社外取締役を除く。）及び監査役（社外監査役を除く。）に対する株式報酬

型ストックオプションとしての新株予約権の発行に関する臨時報告書の記載事項のうち、「発行数」及び「発行価額の

総額」が確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を平成25

年８月９日に関東財務局長に提出しております。

　当該臨時報告書の訂正報告書の報告内容は下記のとおりであります。

 

　訂正箇所は下線で示しております。

 

(2）発行数

　　（訂正前）

　240個（うち取締役（社外取締役を除く。）200個、監査役（社外監査役を除く。）40個）を上限とする。

　上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少し

たときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

 

　　（訂正後）

240個（うち取締役（社外取締役を除く。）200個、監査役（社外監査役を除く。）40個）

 

(4）発行価額の総額

　　（訂正前）

未定（平成25年８月９日に確定する。）

 

　　（訂正後）

24,000円
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第四部【組込情報】
 

　次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

 有価証券報告書
事業年度
（第92期）

自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日

平成25年６月20日
関東財務局長に提出

 四半期報告書
事業年度

（第93期第３四半期）
自　平成25年10月１日
至　平成25年12月31日

平成26年２月12日
関東財務局長に提出

　なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織（ＥＤＩＮＥＴ）を使用して提出

したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について（電子開示手続等ガイドライン）Ａ４

－１に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
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第五部【提出会社の保証会社等の情報】
 

　該当事項はありません。

 

第六部【特別情報】
 

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

　 平成26年２月12日

株式会社　アーレスティ 　

取　締　役　会　御中　 　

 
有限責任監査法人　トーマツ 　

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 三浦　 智志　 印　

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 下条　 修司 　印　

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 中塚 　　亨　 印　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アーレ

スティの平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成25年10月１日か

ら平成25年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年12月31日まで）に係る四半期

連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記につい

て四半期レビューを行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アーレスティ及び連結子会社の平成25年12月31日現在の

財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がす

べての重要な点において認められなかった。

強調事項

会計方針の変更に記載されているとおり、会社及び連結子会社は第１四半期連結会計期間より有形固定資産の減価償却

方法の変更及び耐用年数の変更を行っている。

当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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　 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 　

　 平成25年６月20日

　  

株式会社　アーレスティ 　

　　取　締　役　会　御中　 　

 
有限責任監査法人トーマ
ツ　 　

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 中川 　正行 　印 　

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 下条 　修司 　印 　

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 中塚　　 亨 　印 　

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社アーレスティの平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連

結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連

結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

　

連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制

を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社アーレスティ及び連結子会社の平成25年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社アーレスティの平成

25年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

　

内部統制報告書に対する経営者の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準

に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること

を求めている。

　内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性

に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果

について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

　当監査法人は、株式会社アーレスティが平成25年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記

の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財

務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

(注) １．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付する形で別途保管して

おります。

２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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　 独立監査人の監査報告書 　

　 平成25年６月20日

　  

株式会社　アーレスティ 　

　　取　締　役　会　御中　 　

 
有限責任監査法人トーマ
ツ　 　

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 中川 　正行 　印 　

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 下条 　修司 　印 　

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 中塚　 　亨 　印 　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社アーレスティの平成24年４月１日から平成25年３月31日までの第92期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
　
財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
　
監査意見
　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
アーレスティの平成25年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。
　
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

(注) １．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形で別途保管しており
ます。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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